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②農林水産業者

やそのグループ

等の支援 

これまでの農林水産物は素材提供が中

心に行われてきましたが、地域資源の一

層の有効活用による地域農業への理解促

進や生産振興を図るため、６次産業化の

推進を目指して地場産物を利用した加工

品の開発や販売を行う加工業者や農林水

産業者、そのグループ等への支援を行う

とともに特産品販売所における販売額増

加に向けた取組を支援していきます。 

〇新たな地場産業の発

掘 

〇農林水産関係者の所

得の向上 

〇地域活性化 

 

まごころ市ぽん・たん館 

（特産品販売加工施設） 

観 

産 

③事業者等との

連携による地場

産物の活用 

地域資源を活用した世界自然遺産の島 

にふさわしい新鮮で魅力ある食環境の形

成、地域振興を図るため、豊かな自然の生

態系を維持するための狩猟や農産物に被

害をもたらす害獣として捕獲されたシカ

の肉をジビエ料理として有効に活用する

事業者等と連携し、食肉としての普及促

進を図ります。 

〇新たな地場産業の発

掘 

〇生き物の「いのち」を

いただいて生きている

ことへの理解・感謝 

〇地域資源の有効活用 

観 

産 

④ 生産者の安

心・安全への取

組の推進 

安心・安全な食品の流通には生産者の 

「食」に対する高い意識が求められてい 

ます。消費者が安心して購入できる食材 

提供のため、生産から流通、消費までの過 

程を明確にするとともに、環境と調和の 

とれた農業推進のため、Ｋ－ＧＡＰ（かご 

しまの農林水産物認証制度）をはじめと

した各種認証制度の取得の推進、販売促 

進活動の支援を図ります。 

〇食品の安全・安心に対

する理解 

 

 

産 

⑤ 農林水産業

等に関する体験

活動の推進 

 子供たちの農林水産業体験の機会を確

保するため、生産者や農林水産業団体が

学校等と連携した食育・地産地消の活動

や産業祭り等のイベントでの体験活動、

地産地消の普及啓発を推進します。また、

〇食に対する感謝の気

持ちの醸成 

〇後継者対策 

〇定住促進、観光対策 

 

観 

産 



47 
 

②農林水産業者

やそのグループ

等の支援 

これまでの農林水産物は素材提供が中

心に行われてきましたが、地域資源の一

層の有効活用による地域農業への理解促

進や生産振興を図るため、６次産業化の

推進を目指して地場産物を利用した加工

品の開発や販売を行う加工業者や農林水

産業者、そのグループ等への支援を行う

とともに特産品販売所における販売額増

加に向けた取組を支援していきます。 

〇新たな地場産業の発

掘 

〇農林水産関係者の所

得の向上 

〇地域活性化 

 

まごころ市ぽん・たん館 

（特産品販売加工施設） 

観 

産 

③事業者等との

連携による地場

産物の活用 

地域資源を活用した世界自然遺産の島 

にふさわしい新鮮で魅力ある食環境の形

成、地域振興を図るため、豊かな自然の生

態系を維持するための狩猟や農産物に被

害をもたらす害獣として捕獲されたシカ

の肉をジビエ料理として有効に活用する

事業者等と連携し、食肉としての普及促

進を図ります。 

〇新たな地場産業の発

掘 

〇生き物の「いのち」を

いただいて生きている

ことへの理解・感謝 

〇地域資源の有効活用 

観 

産 

④ 生産者の安

心・安全への取

組の推進 

安心・安全な食品の流通には生産者の 

「食」に対する高い意識が求められてい 

ます。消費者が安心して購入できる食材 

提供のため、生産から流通、消費までの過 

程を明確にするとともに、環境と調和の 

とれた農業推進のため、Ｋ－ＧＡＰ（かご 

しまの農林水産物認証制度）をはじめと

した各種認証制度の取得の推進、販売促 

進活動の支援を図ります。 

〇食品の安全・安心に対

する理解 
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観 

産 
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農林水産業に関する体験活動（グリーン・

ツーリズム、ブルー・ツーリズム）を通し

て農林水産物への愛着心を育むとともに

食に対する感謝の気持ちを育みます。 

※グリーン・ツーリズム ブ

ルー・ツーリズム 

 農山漁村に滞在し、農

漁業体験等を通じてそ

の地域の自然、文化、

人々との交流を楽しむ

滞在型余暇活動のこと。 

※教教育総務課、健健康長寿課、生生活環境課、観観光まちづくり課、産産業振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Ｋ－ＧＡＰ」・「Ｊ－ＧＡＰ※１」を取得した農場・団体で生産されている品目

       

       

※１ 日本ＧＡＰ協会による認証制度で、農林水産省が導入を推奨する農業生産工程管理手法の１つです。 

注) 認証は、農場・団体として取得するものです。町内で生産されている上記４品目のすべてが認証を受けた農産

物ということではありません。 

「Ｋ－ＧＡＰ」（かごしまの農林水産物認証制度） 

鹿児島県農林水産物に対し県が策定した安心・安全の基準に沿って生産者が、

作業、記録・点検・評価・改善をする取組などの生産工程管理を外部機関が審

査・認証する仕組。「Ｋ－ＧＡＰ」は安心安全にこだわり生産された高品質の証。 

「ＧＡＰ」とは、Ｇｏｏｄ Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｐｒａｃｔｉｃｅの頭文字

をとった言葉で農産物を作る際に適正な手順やモノの管理を行い、食品安全や労働安

全、環境保全等を確保する取組のこと。 

・○Ｇｏｏｄ ○Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ ○Ｐｒａｃｔｉｃｅ 

（良い）      （農業の）        （実践） 

たんかん（Ｋ－ＧＡＰ） ばれいしょ（Ｋ－ＧＡＰ） 

実えんどう（Ｋ－ＧＡＰ） お茶（Ｊ－ＧＡＰ） 

茶（Ｋ－ＧＡＰ） 
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第4章 計画の推進にあたって

１ 推進体制

地域全体で町民一人一人が食育及び地産地消を実践しやすい環境づくりを一体的に進めて

いくため、家庭を中心としながら、食育・地産地消に係わる多様な関係者が担う役割を明確

にし、相互に連携・協同を図りながら推進します。

２ 計画の進行管理

本計画の推進にあたっては、施策を効果的・効率的に推進する観点から、屋久島町の関係

課が中心となって進捗状況の把握・評価を実施し、適切な進行管理に努めます。

また、計画は必要に応じて見直しを行い、評価や見直しにあたっては、関係者や町民の意

見を聴取しながら適正に行います。

家庭 生産者者

行政政

教育育

機関関

事業者者

保育育

機関関

関係係

団体体

連携・協同同

連携体制のイメージ図
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家庭 生産者

行政

教育

機関

事業者

保育

機関

関係

団体

連携・協同

連携体制のイメージ図
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３ 関係者の役割 

（１）家庭・地域の役割 

  ○ 家族団らんの食事や調理体験などを通じて親子のコミュニケーションを図る。 

○ 町民一人一人が食生活を見直し、健康づくりに努める。 

  ○ 生産者等との積極的な交流を通じた産地の取組への理解を深めることにより、地場産

物への愛着や安心感を深め、食育・地産地消に努める。 

 

（２）学校等・教育関係者の役割 

 ○ 子どもの成長に合わせた食育を推進し、健全な食習慣の形成に努める。 

○ 農林水産業体験や調理実習等、さまざま食体験の提供を図る。 

 ○ 町の食文化の継承や町内産農林水産物への理解促進を図る。 

 ○ 給食等への地産地消の促進に努める。 

 

（３）農林水産業者の役割 

 ○ 農業体験活動等を通じて子どもたちやその保護者を対象に「食」と「農」について考

える機会を提供し、自然の恩恵と農業生産活動の重要性についての理解促進を図る。 

  ○ 安全・安心な農林水産物の生産・供給に努める。 

 

（４）食品関連事業者等の役割 

 ○ 町内産農林水産物を使った食品や伝統料理などの開発や販売に努める。 

 ○ 積極的な食育・地産地消の推進に努める。 

   

（５）行政の役割 

 ○ 食育・地産地消推進計画に基づき関係機関との連携を図り、重点施策等を推進する。 

 ○ 食育・地産地消の町民への浸透を図る。 

  ○ 町民や関係団体等が行う食育・地産地消推進のための取組に対する支援に努める。 

  ○ 食の安全・安心に関する情報提供に努める。 

 ○ 町内産農林水産物の情報提供に努める。 

 〇 コロナ禍等新たな日常に対応した被接触型の食育の推進に努める。 

 〇 ＳＮＳ等を通じデジタル化に対応した食育の推進に努める。 
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第5章 数値目標 

 

 関係者が互いに連携して、計画の推進に取り組み、取組の成果を客観的に把握できるよう

に数値目標を設定します。 

No. 項   目 
現 状 

(R３年度) 

目 標 

(R８年度) 

基本目標 

項  目 

１ 
朝食を食べていない人

の割合 

小学生 3.3％  ０.０％  

食育 中学生 7.5％  ０.０％  

高校生 13.2％  ０.０％  

２ 
食事をよく噛んで食べ

ている人の割合 

小学生 64.1％  100.０％  

食育 中学生 52.7％  100.０％  

高校生 56.1％  100.０％  

３ 
食育の言葉も意味も知

っている人の割合 

小学生 30.4％  ５０.０％  

食育 中学生 25.8％  ５０.０％  

高校生 20.5％  ５０.０％  

４ 食育に関心がある人の割合（成人） 85.2％  ９０.０％  食育 

５ 

地域の産物を使って料理をしたり、

郷土料理を作ったりしている人の 

割合（成人） 

５３.３％  ７０.０％  食育 

６ 

調理や保存に気を付けて食品の無駄

や廃棄を減らすようにしている人の

割合  （成人） 

９１.８％  ９５.０％  食育 

７ 
食生活指針の言葉も内容も知ってい

る人の割合（成人） 
１２.８％  ３０.０％  健康増進 

８ 
食事バランスガイドの言葉も内容も

知っている人の割合（成人） 
２０.５％  ４０.０％  健康増進 

９ 
生活習慣病に気を付けて食事をして

いる人の割合（成人） 
４６.７％  ６０.０％  健康増進 

10 
地産地消の言葉も意味も

知っている人の割合 

小学生 ８５.８％  １００.０％ 

地産地消 中学生 ７９.８％  １００.０％ 

高校生 ７５.７％  １００.０％ 

11 
地産地消を意識して食材を購入する

人の割合（成人） 
６５.３％  ７５.０％  地産地消 

12 
学校給食における地場産物の利用 

割合            （重量ベース） 
１0.3％  １5.０％  地産地消 

  注) No.4～9・11について、現状は小中学生の保護者を対象としたアンケート結果の 
値ですが、目標は町民全体の目標値として設定しています。 
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５３.３％  ７０.０％  食育 
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や廃棄を減らすようにしている人の

割合  （成人） 
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参考資料 
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・たんかん ・ぽんかん ・パッションフルーツ

○ 農産物収穫カレンダー

農産物名 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

ぽ ん か ん ◎ ◎ ◎

た ん か ん ◎ ◎

じゃがいも ◎ ◎ ◎ ◎

ガ ジ ュ ツ ◎ ◎

パッション ◎ ◎ ◎

お   茶 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

マ ン ゴ ー ◎ ◎ ◎

さつまいも ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

実えんどう ◎ ◎ ◎ ◎

米 ◎ ◎

・マンゴー

他にも、山芋・さつまいも、実えんど

うなど、いろいろな農産物が屋久島町に

はあります。

・お茶 ・ばれいしょ ・ガジュツ

屋久島町の農産物

にも、山芋・さつまいも、実えんど
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○ 林産物収穫カレンダー

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

しいたけ（原木栽培） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

※ ◎印は収穫時期

○ 旬別おすすめの魚カレンダー

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

トビウオ

ハマトビウオ

ツクシトビウオ

ホソトビウオ

アヤトビウオ

ゴマサバ

ブリ類(カンパチ)

メダイ(タルメ)

アオダイ(アオホタ)

ハマダイ(チビキ)

イセエビ

※ 最盛期

・カンパチ（アカバラ）

・アオダイ（ホタ）

・ハマダイ（チビキ）・サバ・トビウオ

屋久島町の水産物

屋久島町の林産物

・メダイ（タルメ）

・イセエビ
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伝えたい食文化

◇カイノコ汁（屋久島南西部の小正月料理）

１ 大根はさいの目切り※にし、やわらかくなるまでゆでる。

（※大きさは最大１cm 程度、以下９まで同じ。）

２ にんじんはさいの目切りにする。

３ 里芋、じゃがいもは皮をむき、さいの目切りにし、水

にさらしてざるにあげる。

４ さつま揚げは湯通しをしてさいの目切りにする。

５ 干ししいたけ、きくらげは水につけてもどし、さいの

目切りにする。

６ 豚肉、鶏肉は湯通しをしてさいの目切りにする。

７ 塩さばは骨をきれいに取り、さいの目切りにする。

８ いかは内臓を取り、薄皮をはいでさいの目切りにし、

湯通しをする。

９ 厚揚げは湯通しをしてさいの目切りにする。

10 小ねぎは小口切りにする。

11 水に昆布を入れてだしを取る。

12 だし汁としいたけのもどし汁を鍋に入れ、沸騰したら材料を全て入れて、アクを取る。柔らかく

なったらＡで味付けをする。

13 10 分ほど煮たら火を消して、冷めるまで置く。

14 食べる際に温めて好みでねぎを散らす。

☆ 煮て冷めるまで置くことにより中まで味がしみ込みます。

☆ 塩さば、いかを入れないとあっさりとした味になります。

「カイノコ汁」は、屋久町郷土誌（平成５年３月発行）において、栗生、中間、湯泊、平

内の村落誌に記述があり、１月 15 日の小正月（若正月）に食べていたとされています。子

どもたちは早朝から、柿、みかん、桃などの実の成りが良くなるように幹を木の棒でたたい

て回る「カキナレ：栗生・中間」、「ナレナレ：湯泊」、「デーレたたき（ダイダイたたき）：

平内」を行い、カイノコ汁を食べたとされています。

栗生集落では、毎年 11 月 23 日に開催される「あらんばらぁ市」において、カイノコ汁

が来場者に振る舞われています。

（作り方）

材料 （４人分）

大根            ３５０ｇ

にんじん  ７０ｇ

里芋         ６０ｇ

じゃがいも     ６０ｇ

豚肉（5mmｽﾗｲｽ）   ３０ｇ

鶏もも肉            ３０ｇ

塩さば              ５０ｇ

いか(生)             ５０ｇ

干ししいたけ          １枚

きくらげ              １枚

さつま揚げ           １本

厚揚げ              1/4枚

小ねぎ                少々

昆布(長さ20cm)      １枚

だし汁       ５００cc

しいたけのもどし汁 ５０cc

  薄口しょうゆ 小さじ５(25cc)

Ａ みりん       小さじ３(15cc)

白だし   小さじ５(25cc)

   だしの素 小さじ１(5cc)

屋久島町の郷土料理の一例
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◇ かからん団子・かから団子  

材料（40～42 個）             

ゆでヨモギ    ５００ｇ 

粉末黒糖     ５５０ｇ 

餅粉       ６００ｇ 

重曹        ２５ｇ 

かからの葉     ８４枚（２枚合わせ） 

バナナの葉や月桃の葉 （蒸し器に敷く用） 

 

●作り方 

【かからん葉の下処理】 

 ☆かからん葉とは「サツマサンキライ」もしくは「サルトリイバラ」の葉を指します。 

 １．きれいに洗い水気を切り、蒸し器で３０分くらい蒸しておく。 

【ヨモギの下処理】 

 ☆ヨモギは、除草剤や農薬を使用していない場所で採ってきたものを使いましょう。 

柔らかい春の若葉がおすすめです。 

 １．ヨモギをよく洗い、異物を取り除き水気を切る。 

 ２．沸騰した湯に重曹を入れ、１のヨモギを入れて混ぜながら１５～２５分茹でる。 

  （この時に他の草が混じっていたら取り除く。） 

 ３．茹で上がったらザルにあげて水でよく洗い絞る。よく絞ったヨモギの量を量って 

   必要量を取り分ける。（余ったヨモギは冷凍保存する。） 

 ４．３のヨモギを再び水にさらし水分を含ませて、フードプロセッサーに１分位かける。 

【生地を作る】･･･餅つき機使用 

 １．フードプロセッサーにかけたヨモギと粉末黒糖を餅つき機に入れて撹拌。 

 ２．１が混ざったら、餅粉を入れて２０分撹拌。 

【成形・加熱】 

 １．出来上がった生地を４５ｇ（お好みの量）にして丸め、バナナの葉を敷いた蒸し器に 

   並べる。 

 ２．湯気の上がった蒸し器にのせて３０分蒸す。３０分後色が変わっていなければ、 

５～１０分再加熱する。 

 

「かからん団子」はヨモギのことを九州の方言で「フツ」と呼ぶことから、集落によって

は「フツだんご」とも言われています。 

かからん葉は茎に棘があり、かからんように（方言で「触らない」という意味）から「かか

らん葉」と呼ばれるようになったようです。また、抗菌作用があることから、団子も傷みに

くいとされています。 

「病気にかからん（かからない）」という意味にかけ、屋久町郷土誌によると三月三日や五

月五日の節句に無病息災を願い、ほとんどの集落で作られていたと記されています。 
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◇ かからん団子・かから団子  
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 ２．沸騰した湯に重曹を入れ、１のヨモギを入れて混ぜながら１５～２５分茹でる。 

  （この時に他の草が混じっていたら取り除く。） 

 ３．茹で上がったらザルにあげて水でよく洗い絞る。よく絞ったヨモギの量を量って 

   必要量を取り分ける。（余ったヨモギは冷凍保存する。） 

 ４．３のヨモギを再び水にさらし水分を含ませて、フードプロセッサーに１分位かける。 

【生地を作る】･･･餅つき機使用 

 １．フードプロセッサーにかけたヨモギと粉末黒糖を餅つき機に入れて撹拌。 

 ２．１が混ざったら、餅粉を入れて２０分撹拌。 

【成形・加熱】 

 １．出来上がった生地を４５ｇ（お好みの量）にして丸め、バナナの葉を敷いた蒸し器に 

   並べる。 

 ２．湯気の上がった蒸し器にのせて３０分蒸す。３０分後色が変わっていなければ、 

５～１０分再加熱する。 

 

「かからん団子」はヨモギのことを九州の方言で「フツ」と呼ぶことから、集落によって

は「フツだんご」とも言われています。 

かからん葉は茎に棘があり、かからんように（方言で「触らない」という意味）から「かか

らん葉」と呼ばれるようになったようです。また、抗菌作用があることから、団子も傷みに

くいとされています。 

「病気にかからん（かからない）」という意味にかけ、屋久町郷土誌によると三月三日や五

月五日の節句に無病息災を願い、ほとんどの集落で作られていたと記されています。 
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◇ けんちゃん（そうめんと野菜を使った精進料理）

１ そうめんはゆがいてざるにあげておく。
２  ごぼうはささがき、干ししいたけは水にもどして

細く切り、大根はせん切りにしておく。

３ にんじん、たけのこもせん切りにする。インゲン

は斜めに細切りにして、ひとつまみの塩を入れた

    湯でゆがいておく。

４ 鍋をあたためて油を入れ、ごぼうから炒める。

    次にしいたけ、大根、たけのこを入れ少し炒めて

    から、しいたけのもどし汁を加え，最後に，にん

    じんを加える。

５ 材料が煮えた頃、Ａを加えて味を調える。

６ 食べる直前にそうめんを混ぜ合わせて器に盛り，

   上から飾りのインゲンを散らす。

宮之浦集落では「けんちゃん」は精進料理に欠かせないものです。お祝い事に使う集

落もあります。屋久島北部ではそれぞれの集落でいろんな種類の「けんちゃん」があり

ます。南部には「けんちゃん」はありません。その名前もおもしろく不思議です。豚肉

の三枚肉を入れると、さらに栄養も満点です。子どもにも食べやすく好評です。

●どうろ菓子         ●ろうそく団子        ●こじき団子

（ろうろう菓子）     （ろうそくまき・まき）    （こじきもん）

（作り方）

材料 （４人分）

大根       ３００ｇ

干ししいたけ   ３枚

にんじん       １／２本

ゴボウ      １／３本

たけのこ       ２００ｇ

インゲン    ４本

油         大さじ１

ソーメン      ２束

  砂糖         大さじ１

  みりん         大さじ２

A 薄口しょうゆ   大さじ２

   濃口しょうゆ   大さじ２

   塩           少々

しいたけのもどし汁  ２.５カップ

  

  

昔からお祝い事に作り、神・仏に

供えられていました。

水を多く使うので、作る途中に

団子液がどろどろと手のひらか

らこぼれ落ちるところから、「ど

ーろ菓子」と言われています。

多くは、お盆のお供え物に使わ

れ、ろうそくの形に整えるところ

からこう呼ばれます。まきの葉で

包んで作りますが、まきの葉はサ

ネンの葉よりも柔らかい香りの

まきの葉を使います。お盆に作ら

れるのは、精霊様が帰る時にこれ

を杖代わりに使うとか、舟で帰る

ときの「かい」にするからだと言

われています。

昔、臼で米をよくこづいて粉に

し、それをふるいでふるって作

っていたので、このような名前

がついたと言われています。法

事や集落の岳参りによく作られ

ます。こじきは「こづき」がなま

ってこう呼ばれています。

地域に昔から伝わるお菓子の一例
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FAX 0997-43-5905 


